
庁舎夜間及び休日警備業務委託 仕様書 

 

 この仕様書は、業務の大要を示すものであり、現場の状況に応じて軽微なものについては、仕様

書に記載されていない事項であっても誠意をもって行い、発注者が建物の管理上必要と認めた業務

については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．警備業務の委託場所 

 （１）所在地   佐野市高砂町１番地 

 （２）施設名   佐野市役所 庁舎及び構内全域 

 

２．警備業務の委託に関する基本事項 

 （１）警備業務の委託場所及び内容は本仕様書及び添付される別紙により行う。 

 （２）受託者は警備実施計画表を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 

 （３）警備業務に要する機械器具及び消耗品等は原則として受託者の負担とする。 

 （４）常に細心の注意をもって業務を実施し、第三者、建物、付属設備及び物品等に故意若しく

は重大な過失によって損害を与えたときは受託者が負担するものとする。 

 （５）業務中に生じた警備員の事故については、すべて受託者の負担とする。ただし、発注者が

免除したものについてはこの限りではない。 

 （６）大きな事件・事故につながる恐れがある場合は、直ちに市責任者に報告をすること。 

 （７）服装については市が着用を許可する受託者が指定する制服及び名札を着用すること。また、

市民に対する言動は市職員に準ずる心構えで対応するものとし、親切・丁寧を心掛け、市民

の信頼を失うことのないよう細心の注意を払うこと。 

 （８）定められた時間外に無断で庁舎に居残る又は立ち入ることのないようにすること。 

 （９）業務の実施にあたり知り得ることのできる秘密事項を一切漏らさないこと。また、契約の

終了後においても同様とする。 

 （10）警備報告書を提出すること。 

  (11) 業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせないこと。 

 （12）業務を遂行するにあたって、労働基準法、その他関係諸法令を順守（無線の使用許可申請

等を含む）すること。 

 

＜夜間警備業務委託＞ 

３－Ⅰ．警備業務の実施要項 

 （１）期  間   令和５年７月１日から平成８年６月３０日までの毎日 

 （２）勤務時間   午後５時から翌朝の午前８時３０分まで 

           但し、勤務開始時間までに発注者の引継を受けてから任務に就き、また、

勤務時間終了後、直ちに引継事項及び物件を施設管理係に引き継ぐこと。 

 



 （３）警備員数   開庁日の午後５時から午後１０時まで：常駐３名以上 

           上記以外の時間：常駐２名以上 

 （４）業務内容   指定の場所に警備員を常駐させ、以下の内容について実施する 

   ①庁舎管理警備業務  

１）施設内への出入

者の管理 

・指定の場所に常駐し、施設内へ出入りする職員及び市民の管理を行

う。なお、下記の時間においては、１名がメインエントランス前で

立哨を行うこと。 

開庁日 午前８時００分～午前８時１５分 

※閉庁日には立哨は行わない。 

 

・１階市民活動スペースについては、通常開庁日の１９時が終了時刻

だが、利用内容により閉庁日もしくは閉庁時間にも利用されること

が想定される。その場合は、利用終了後に部屋の戸締りを行うこ

と。 

２）庁舎エントラン

ス等の開閉及び国旗

等の掲揚・降納 

・庁舎エントランス（メイン・サブ）の開放時間及び閉鎖時間は次の

とおりとする。 

 開放時刻  開庁日 午前８時００分 

 閉鎖時刻  開庁日 午後７時００分 

（窓口延長実施日を含む） 

       なお、発注者の指示がない限り、閉庁日については 

開放しないこと。 

・東エントランスの開放時間を呼び閉鎖時間は次のとおりとする。 

 開放時刻  開庁日 午前８時３０分 

 閉鎖時刻  開庁日 午後５時３０分 

・閉庁日を除く毎日（荒天時を除く）午前７時３０分に国旗、市旗等

の掲揚をすること。ただし、閉庁日のうち祝日に当たる場合はそれ

ぞれの旗を掲揚すること。降納は午後５時３０分までに行うこと。 

３）事務室等のカー

ドキー等の管理 

・施錠可能な事務室等の最終退庁者からカードキー等を収受し、指定

の場所へ保管すること。 

・カードキー等の貸出を行う場合は、職員の所属及び氏名を確認した

上、鍵を貸し出すこと（貸出簿の管理）。 

・発注者が予め許可をしている場合を除き、原則的に職員以外にはカ

ードキー等の貸出を行わないこと。 

４）駐車場の管理 ・駐車場の管理は原則的に駐車場管理者が行うが、駐車場閉門時間帯

に公用等により来庁する者がある場合はゲートの開閉を行うこと。 

・駐車場閉門時間帯に公用等により来庁する者に対し、駐車許可証を



交付すること。 

・必要に応じて駐車券認証手続きを行うこと。 

５）防犯・防災機器

の警報等の対応 

・防犯監視システム（ITV 設備や防犯センサ）の監視、防災監視盤等

の情報に基づく異常発生等の識別を行うこと。 

・異常発生時に現場に急行し、内容を確認した上で、必要に応じ次の

業務を行うこと。 

 ●状況に応じた緊急措置 

 ●市責任者への連絡 

 ●避難誘導 

 ●警察、消防署等への通報 

 ●庁内放送による周知 

・防災無線等により警報等が発せられたときは、直ちに別に定める市

責任者へ連絡をするとともに、事態に応じ関係機関へ連絡し、協力

して事態の処置にあたること。 

・その他の非常事態発生時には、別に定める緊急連絡網により市責任

者へ連絡をするとともに、在庁者の避難・誘導を行うこと。 

６）エレベータ管理 ・エレベータについては、地震や機器の異常が発生した場合、緊急停

止する。インターホンにより状況を確認し、保守委託業者及び市責

任者への連絡をすること。 

・発注者の指示に従い、停止階、非停止階の設定を行うこと。 

・その他必要な運行管理を行うこと。 

７）トイレ等呼び出

し 

・各階の多目的トイレ及び授乳室については、異常時に呼び出し表示

がされる。その場合現場へ急行し、状況に応じた緊急措置及び市責

任者への連絡を行うこと。 

８）各種設備の管理 ・上記以外に障害者制御装置、電灯分電盤等信号装置、太陽光発電監

視装置、非常放送ＡＭＰ、駐車場管制装置、オイルタンク液面計、

照明制御盤、入退室管理装置が設置されている。それぞれの設備に

おいて異常が発生した場合は市責任者へ連絡するとともに、予め定

められている場合は、それに基づいた対応を行うこと。 

９）施設内及び構内

の巡回 

・次のとおり施設内を巡回し警備を行うこと。 

①巡回時間  午後７時、午後１１時、午前４時頃の３回 

       都合により、巡回時間は前後するものとする。 

このほか、必要に応じ随時行う。 

②巡回経路  経路については、庁舎周辺、市民広場駐車場、 

庁舎地下１階～７階とし、１回の巡回時間を 

１時間３０分程度とする。 



（落札後、巡回経路を提示する） 

また、巡回時間、各部屋等の使用状況、巡回毎の 

戸締り確認状況等に合わせて臨機応変に巡回を 

行うこと。このほか、必要に応じ巡回を行うこと。 

・巡回にあたっては、場所、状況等について衛視室にいる警備員と無

線等を用いて緊密に連絡を取り合いながら行うこと。 

・巡回中にかぎり、衛視室に警備員が配置できない場合、巡回者へ 

 ＰＨＳを携帯させ、巡視することができる。その場合、来庁者が来

た場合、北側夜間出入口に看板を設置し、ＰＨＳに連絡するように

案内すること。 

10）風水害等の予防 ・天候の状況等を事前に察知し、風水害等による庁舎の被害に対する

予防措置を講じること。 

・隣接地域から発生する不測の事態の早期発見とその処理を行うこ

と。 

・その他、特に指示した事項について予防及び処理を行うこと。 

11）各種点検の実施 ・次の項目に関し、点検確認を行い、未処理のものについて必要な処

置を講じること。 

 ①盗難の防止 

  ・敷地入口及び駐車場の門扉施錠の点検。 

  ・庁舎玄関及び各事務室等の扉、窓の施錠点検。 

  ・その他盗難防止に関すること。 

 ②不正行為等の排除 

  ・潜伏者、徘徊者及び不審者の発見と排除 

  ・不正行為者の発見と排除 

 ③火災の防止 

  ・たばこの灰皿及び吸い殻の点検 

  ・電気器具のコンセント及びスイッチの確認 

  ・照明の消灯 

  ・暖房器具や給湯器具類の消火確認 

  ・その他防火に関すること 

 ④庁内管理規則等に基づく禁止事項の取締 

12）パッシブセンサ

ーの設定 

・次の場所については、衛視室のサーバ操作によりパッシブセンサー

が警戒状態となるため、予め定められた時間に開始・終了の設定操

作を行うこと。 

 １階 メインエントランス、サブエントランス、通り庭 

    ラウンジ、ラウンジ風除室 



    佐野市紹介スペース、法務局前通路 

    階段１－１西廊下、階段１－３東廊下、階段１－４東廊下 

    階段室（１－１，１－２，１－３，１－４） 

 ７階 中央ＥＬＶ前ロビー北側扉 

  

 

 

   ②一般業務 

１）電話の取次及び

応対 

・電話の取次及び応対については、親切丁寧を旨とし、庁内残務者に

取次を行うこと。 

・庁内残務者がいない時の市民からの問い合わせについては、原則的

に開庁時にかけ直してもらうように応対するが、別に各課から指示

のある場合はその指示にしたがって処理を行うこと。なお、緊急性

を要するものについては、直ちに別に定める市責任者へ連絡をする

こと。 

・観光・イベント等の問い合わせの応対を行うこと。 

・市民及び官公署等から緊急連絡等を受けた場合は、緊急連絡網の活

用や関係課に問い合わせるなどの方法により、遺漏なく迅速かつ的

確に対応すること。 

２）来庁者等の応対 ・来庁者の応対については、親切丁寧を旨とし、庁内残務者に取次を

行うこと。 

・庁内残務者がいない時の来庁者については、原則的に開庁時に来庁

し直してもらうように応対するが、別に各課から指示のある場合は

その指示にしたがって処理を行うこと。なお、緊急性を要するもの

については、直ちに別に定める市責任者へ連絡をすること。 

・文書、物品等の配達を受けたときは、件数、内容物等を確認してか

ら受領し、翌日、主管課又は財産活用課施設管理係に引き継ぐこ

と。 

・インターホン設備が５箇所（地下エレベータ前、１階メインエント

ランス、１階風除室（衛視室前）、１階通り庭、７階ロビー）に設

置されているため、必要に応じ応対を行うこと。 

・別に定める処理要領に従い、火葬の予約受付をすること。 

３）諸届けの受領 ・婚姻届や出生届等の諸届けがあった場合は、別に定める処理要領に

従い、後日総合窓口課から本人へ確認の連絡をした後、正式に受理

される旨を告知してその諸届けを預かり、翌日、当該業務所管課

（翌日窓口業務がない場合は財産活用課）へ引き継ぐこと。 



４）火葬の電話予約

の受付 

・火葬の予約があった場合は、別に定める処理要領に従い、関係市町

及び斎場と調整をして受付を行い、翌日、当該業務所管課（翌日窓

口業務がない場合は財産活用課）へ引き継ぐこと。 

５）公用車の鍵の管

理 

・財産活用課から引渡しを受けた場合、公用車の鍵の管理（職員への

貸出、収受、保管）を行うこと。 

６）地下駐車場の入

出庫管理 

・地下駐車場は１７：１５頃に閉鎖となるが、その時点で出庫されな

かった車両については、衛視室でのカード処理が必要となるため、

その手続きを行うこと。 

４－Ⅰ．警備員 

（１）警備員は、身元が確実で、身体強健、意志強固、責任感旺盛であること。 

（２）受託者は、警備員に対して、業務を遂行する上で必要な教育訓練（警備業法第２１条に定

める警備員教育等）を行わなければならない。 

（３）受託者は、受託者の事情によって警備員の欠落が生じることがないよう代替要因の確保等

必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行のために必要な体制を整わなければならな

い。 

（４）受託者は、災害時や感染症流行等の危機事象発生時においては、警備業務の継続に必要な

人員の確保に努めるものとする。 

（５）警備員は、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱講習を修了していること。 

（６）警備員は、中央監視装置の操作等、業務上パソコンを使用する可能性があることから、支

障なくパソコンを使用できる技術を有していること。 

 

５－Ⅰ．業務責任者及び業務副責任者 

（１）業務責任者及び業務副責任者の選任 

    受託者は、本業務を総括する責任者（以下、「業務責任者」という。）を１名、業務責任

者が不在時の代行として副責任者（以下、「業務副責任者」という。）を１名以上選任し、

発注者に届け出なければならない。また、業務責任者及び業務副責任者（以下、「業務責任

者等」という。）を変更する場合も同様とする。 

 （２）業務責任者の資格 

   ① 施設警備の検定資格を有する者（契約後、速やかに資格者証の写しを提出すること） 

   ② 警備業務について高度な技術力及び判断力ならびに業務等の指導の総合的な技能を有して

いること。 

   ③ 施設警備業務の実務経験を５年以上有すること。 

   ④ １週間のうち開庁日の勤務が週３日以上であること。 

 （３）業務副責任者の資格 

   ① 施設警備の検定資格を有する者、または警備業務について高度な技術力及び判断力ならび

に業務等の指導の総合的な技能を有していること。 

   ② 施設警備業務の実務経験を３年以上有すること。 



   ③ １週間のうち開庁日の勤務が週２日以上であること。 

（４）業務責任者等の責務 

    業務責任者等は、受託業務の遂行に際して、市担当者と常に連絡を密にし、必要な報告を

随時行うとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。 

（５）業務責任者等の常駐 

    業務責任者等のうち１名は可能な限り常駐し、他の警備員の統括及び市担当者等との連絡

調整にあたらなければならない。 

 

６－Ⅰ．警備員名簿等の提出 

 （１）警備員名簿   委託業務執行にあたる該当警備員の経歴及び資格等を記載した名簿を事

前に発注者に提出すること。 

（２）勤務予定表   勤務予定者の勤務予定表を勤務する月の前月中に提出すること。 

 

７－Ⅰ．業務報告 

 （１）市が指定した警備日誌により警備勤務時間中に処理した事項を記入し、警備業務終了後財

産管理課 管財係に提出すること。特に、重要な案件については、市が内容を明確に把握でき

るよう、詳細な記載をすること。 

 （２）勤務時間を終えた警備員は、衛視に対し、不足や漏れがないよう確実に業務の引継ぎを実

施すること。 

 

８－Ⅰ．費用負担区分 

  管理備品等の費用負担区分は次のとおりとする。その他管理上、特別に必要となるものは別途

協議を要する。 

 （１）発注者の負担 

   ① 業務に必要な電気、水道料金 

   ② 業務目的の机、椅子、ロッカー等の什器類 

   ③ 仮眠用ベッド 

④ その他、発注者が用意したもの 

 （２）受託者の負担 

   ① 制服（業務にふさわしいもの）、靴、名札等 

   ② 事務用品 

   ③ 仮眠用寝具類 

   ④ その他、業務上必要とするもので、発注者が使用を許可したもの 

 

９－Ⅰ．その他 

この仕様書によるもののほか、細目については両者協議の上、別に定めるものとする。 



＜休日警備業務委託＞ 

３－Ⅱ．休日警備業務の実施要項 

 （１）期  間   令和５年７月１日から令和８年６月３０日までの間の 

土・日・祝祭日及び年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 （２）勤務時間   午前８時３０分から午後７時００分まで 

 （３）警備員数   常駐１名以上 

           手洗いや来庁者の案内のため短時間において離席する場合は常駐の範囲内

とするが、休憩や昼食時間のため離席する場合は常駐の範囲外となるため、

別の従事者を確保すること。 

 （４）業務内容   指定の場所に警備員を常駐させ、以下の内容について実施する     

１）施設内への出入

者の管理及び巡回 

・１階通り庭の管理 

 通行状況の確認を随時行うこと。また、数取器等により来庁者の実

数を把握すること（巡視中等の時間を除く）。 

・１階市民活動スペースの管理 

使用状況の確認、使用開始及び終了時のカギの受け渡し、使用後の

引き渡し確認、施錠を必要に応じて行うこと。 

・１階佐野市紹介スペースの管理 

 使用状況の確認、利用時間外の立入り制限を行うこと。 

・２階フロアの巡視 

 中央階段や中央エレベータにより行き来可能であるため、関係者以

外の立入りの確認を行うこと。 

・７階展望ロビーの管理 

 使用状況の確認を行うこと。 

・以上の場所を定期的に巡回すること。 

２）防犯・防災機器

の警報発報時の対応 

・異常発生時に現場に急行し、内容を確認した上で、衛視もしくは夜

間警備員と連携を図り、必要に応じ次の業務を行うこと。 

 ①状況に応じた緊急措置 

 ②市責任者への連絡 

 ③避難誘導 

 ④警察、消防署等への通報 

 ⑤庁内放送による周知 

３）各種点検の実施 ・次の項目に関し、点検確認を行い、必要な処置を講じること。 

 ①庁舎内備品等盗難の防止 

 ②不正行為等の排除 

  ・潜伏者、徘徊者及び不審者の発見と排除 

  ・不正行為者の発見と排除 

 ③火災の防止 



 ④庁内管理規則等に基づく禁止事項の取締り 

４）来庁者等の応対 ・来庁者の応対については、親切丁寧を旨とすること。 

・インターホン設備呼び出しに対して応答し、必要な対応を行うこ

と。 

５）その他 ・衛視室に常駐している衛視もしくは夜間警備員との連絡を密にする

こと。 

・１階、７階に設置するさのまる立像の日付プレートを入れ替えるこ

と。 

 

４－Ⅱ．警備員 

（１）警備員は、身元が確実で、意志強固、責任感旺盛であること。 

（２）受託者は、警備員に対して、業務を遂行する上で必要な教育訓練を行わなければならない。 

（３）受託者は、受託者の事情によって警備員の欠落が生じることがないよう代替要因の確保等

必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行のために必要な体制を整わなければならな

い。 

（４）受託者は、災害時や感染症流行等の危機事象発生時においては、警備業務の継続に必要な

人員の確保に最大限努めるものとする。 

 

５－Ⅱ．業務責任者 

（１）業務責任者の選任 

    受託者は、本業務を総括する責任者（以下、「業務責任者」という。）を１名選任し、発

注者に届け出なければならない。また、業務責任者を変更する場合も同様とする。なお、業

務責任者は警備員以外から選任すること。 

 （２）業務責任者の資格 

   ①施設警備の検定資格を有する者、または警備業務について高度な技術力及び判断力ならび

に業務等の指導の総合的な技能を有していること。（契約後、速やかに資格者証の写しを

提出すること） 

   ② 警備業務について高度な技術力及び判断力ならびに業務等の指導の総合的な技能を有して

いること。 

   ③ 施設警備業務の実務経験を５年以上有すること。 

 （３）業務責任者等の責務 

    業務責任者は、受託業務の遂行に際して、市担当者と常に連絡を密にし、必要な報告を随

時行うとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。 

 

６－Ⅱ．警備員名簿等の提出 

 （１）警備員名簿   委託業務執行にあたる該当警備員の経歴及び資格等を記載した名簿を事

前に発注者に提出すること。 



（２）勤務予定表   勤務予定者の勤務予定表を勤務する月の前月中に提出すること。 

 

７－Ⅱ．業務報告 

 （１）市が指定した警備日誌により警備勤務時間中に処理した事項を記入し、警備業務終了後発

注者に提出すること。特に、重要な案件については、市が内容を明確に把握できるよう、詳

細な記載をすること。 

 （２）勤務時間を終えた警備員は、衛視に対し、不足や漏れがないよう確実に業務の引継ぎを実

施すること。 

 

 

８－Ⅱ．費用負担区分 

  管理備品等の費用負担区分は次のとおりとする。その他管理上、特別に必要となるものは別途

協議を要する。 

 （１）発注者の負担 

   ① 業務に必要な電気、水道料金 

   ② 業務目的の机、椅子等の什器類 

   ③ その他、発注者が用意したもの 

 （２）受託者の負担 

   ① 制服（業務にふさわしいもの）、靴、名札等 

   ② 事務用品 

   ③ その他、業務上必要とするもので、発注者が使用を許可したもの 

 

９－Ⅱ．その他 

この仕様書によるもののほか、細目については両者協議の上、別に定めるものとする。 

 

 



参考資料

◎休日警備集計表（令和４年度）

1
3
時
～

1
7
時

1
7
時
～

1
9
時

4月 10 503 658 69 1,230 0 0 52 59 27 18 237 393 0 0

5月 12 604 779 108 1,491 1 4 83 81 18 25 367 579 0 0

6月 8 861 938 163 1,962 21 20 101 63 12 7 294 518 1 1

7月 11 1,471 2,011 641 4,123 20 33 65 19 18 4 492 651 1 0 衆議院選挙、消防設備点検

8月 9 559 467 73 1,099 12 19 26 10 18 15 269 369 1 0

9月 10 989 790 55 1,834 154 45 29 18 7 6 541 800 1 0 国体開催

10月 11 1,121 1,211 145 2,477 34 99 35 14 22 17 423 644 0 0 国体開催、庁舎停電作業

11月 10 1,174 914 96 2,184 5 30 23 19 15 14 494 600 0 0

12月 11 1,158 905 85 2,148 48 23 25 17 18 14 564 709 1 1

1月 12 764 1,129 83 1,976 9 11 51 14 13 19 359 476 0 1 消防設備点検

2月 9 1,194 1,161 134 2,489 10 54 23 12 14 9 410 532 0 0

3月 9 657 725 108 1,490 10 43 24 14 13 10 271 385 0 0

計 122 11,055 11,688 1,760 24,503 324 381 537 340 195 158 4,721 6,656 5 3

90.6 95.8 14.4 200.8 2.7 3.1 4.4 2.8 1.6 1.3 38.7 54.6 0.0 0.0

45% 48% 7% 100% 5% 6% 8% 5% 3% 2% 71% 100%
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